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第２ 学校健康教育

１ 学校健康教育の体系

保健教育の推進

保健管理の推進

健康問題対策の推進

学校保健の充実 （１）疾病・異常への対応

学

（２）新たな健康問題への対応

校 ①心の健康問題

②薬物乱用防止教育

健 ③エイズ・性に関する指導

康 学校環境衛生の向上

教

交通安全教育・安全管理の推進

育 学校安全の充実
災害安全教育・安全管理の推進

の

生活安全教育・安全管理の推進

充

実 食に関する指導の推進

学校給食の充実
衛生・安全管理の徹底

健康管理体制の整備・充実

教職員の健康の

保持・増進 健康診断の充実

自己管理への支援



学校における体育・健康に関する指導は、児童（生徒）の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を
通じて適切に行うものとする。特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に
関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育（保健体育）科の時間はもとより、
家庭（技術・家庭）科、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。
また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健
康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう
配慮しなければならない。

３ 学校における健康教育推進の考え方

２ 学校における健康教育とは

文部科学省では、学校における健康教育は、学校保健、学校安全、学校給食に関する指導を包括する
ものととらえており、相互に密接な関連を図りながら教育活動全体を通じて進めることとしています。
今日、子どもを取り巻く心身の健康・安全をめぐる状況には、厳しいものがあり、このような中で、養護教

諭と保健主事は、学校における健康教育全体の要としていっそう幅広く重要な役割を果たすよう期待され
ています。

学校における健康教育のねらいは、子どもが、自らの健康の課題を把握し、的確に思考・判断して、適
切な意志決定・行動選択を行って、生活行動や環境を改善していく資質や能力を身に付けることができる
ようにすることにある。子ども自らが、学習によって健康の課題に気付き、生活行動や環境を改善し、他律
的な健康管理から自律的な健康管理ができるようにし、主体的に健康な生活を実現していく、つまり、自
立させていくことにあります。

（傍線部分は、平成２０年３月改定による追加箇所）

総則にも述べられているとおり、学校における健康に関する指導（健康教育）は、学校保健、学校安全、
学校給食を含む食育等に関する指導を包括したものであり、それらの管理と表裏一体として進められるも
のです。
それらを、図に表すと、概ね次のような学校健康教育の分野とイメージとなります。

ヘルスプロモーションとは、「人々が自らの健康とその決定要因（２００５バンコク憲章で追加修正）をコン
トロールし、改善することができるようにするプロセスである。」とされています。健康は人生や生活にとって
大切なもので、それは、自分自身の生活習慣や生活行動を改善したり、環境に働きかけ、より良くつくりか
えるなど普段の努力によって得られるということを学習や体験を通して理解し健康に良い行動が実践でき
るようにすることを目指しています。このことは、「生きる力」をはぐくむことと軌を一にしています。
学習指導要領に沿って、ヘルスプロモーションの理念に基づいた学校における健康教育をいっそう充実

することによって、「生きる力」をはぐくむことにつながります。

４ 学校健康教育はヘルスプロモーションの理念に沿って

５ 学習指導要領に基づいて健康教育を充実し、生きる力をはぐくむ

学校における健康教育は、学校保健、学校安全及び学校給食や食に関する指導を包括したものであ
り、それらが相互に関連し、管理と表裏一体として進められるものである。小学校、中学校、高等学校学習
指導要領の総則「体育・健康に関する指導」の項で、体力の向上と合わせてその基本方針がしめされてい
ます。

-10-



《学校健康教育の分野》

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の審議に先駆けて、「健やかな体を育む教育の
在り方に関する専門部会」で検討を進め、平成１７年７月２７日にそれまでの審議の状況についてまとめ
ています。その中で、保健については、「すべての子どもたちが身につけるべきもの（目的）」検討の４つ
の視点として
①自他の命を大切にする。
②次の世代につながるような教育とする。
③情報を正しく理解し判断する力を育成する。
④知識を行動に結び付ける力を育成していく。
以上のことが明確にされました。

参考文献：「新養護概説」〈第５版〉 編集代表 采女智津江 (少年写真新聞社）
：「養護概説」〈四訂〉 編集代表 三木とみ子（ぎょうせい）
：「みんなで進める学校での健康つくり～ヘルスプロモーションの考え方を生かして～」（財団法人日本学
校保健会）

学
校
健
康
教
育

保健教育（保健学習、保健指導）

安全教育（安全学習、安全指導）

食に関する指導
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教科 体 育

関連教科

道徳

総合
的な学
習の
時間

特別
活動

学級活動

児童会活動

クラブ活動

学校行事

その他

教科 保健体育

関連教科

道徳

総合
的な学
習の
時間

特別
活動

学級活動

生徒会活動

学校行事

運動部の活動 体育・健康に関する指導の趣旨を活かし関連を図る

文化的行事、健康安全・体育的行事、旅行・集団宿泊的行事等

健康診断や健康相談等心身の健康管理や学校環境の管理、保健組織活動等

その他

学校の実態に応じて、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合
的な健康課題や児童の興味・関心に基づく健康課題、地域の人々の暮らし、伝統と文
化など地域や学校の特色に応じた健康課題についての学習活動等

健康診断や健康相談等心身の健康管理や学校環境の管理、保健組織活動等

健
康
教
育

（
保
健
教
育
・
安
全
教
育
・
食
に
関
す
る
指
導

）

基本的な生活習慣の形成や心身ともに健康で安全な生活態度の形成、
食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成等

児童会の計画や運営、異年齢集団による交流や学校行事への協力等

クラブの計画や運営、クラブを楽しむ、クラブの成果の発表等（４年生以上）

文化的行事、健康安全・体育的行事、遠足・集団宿泊的行事等

保健領域の保健学習（３年～６年）、運動領域の健康に関する学習

生活科、理科、家庭科、社会科等での健康に関する学習

６ 小学校における健康教育（保健教育・安全教育・食に関する指導）学習指導体系

７ 中学校における健康教育（保健教育・安全教育・食に関する指導）学習指導体系

健
康
教
育

（
保
健
教
育
・
安
全
教
育
・
食
に
関
す
る
指
導

）

保健分野、運動分野の健康に関する学習

理科、技術・家庭科、社会科等での健康に関する学習

生命尊重、心身の健康の増進、人や社会とのかかわり、生き方や在り方等の学習

学校の実態に応じて、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合
的な健康課題や生徒の興味・関心に基づく健康課題、地域の人々の暮らし、伝統と文
化など地域や学校の特色に応じた健康課題についての学習活動等

男女相互の理解と協力、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、性
的な発達への適応、食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣
の形成等

生徒会の計画や運営、異年齢集団による交流、学校行事への協力、ボ
ランティア活動などの社会参加等

生命尊重、健康や安全の保持、人や社会とのかかわり、生き方や在り方等の学習
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教科 保健体育

関連教科

総合
的な学
習の
時間

特別
活動

ホーム
ルーム活動

生徒会活動

学校行事

運動部の活動 体育・健康に関する指導の趣旨を活かし関連を図る

８ 高等学校における健康教育（保健教育・安全教育・食に関する指導）学習指導体系

９ 健康教育全体計画（小学校）（中学校）〈次ページからは例〉

健
康
教
育

（
保
健
教
育
・
安
全
教
育
・
食
に
関
す
る
指
導

）

科目保健、科目体育の健康に関する学習

理科（生物）、家庭科、公民科等での健康に関する学習

地域や学校の特色、生徒の特性等に応じて、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健
康などの横断的・総合的な健康課題についての学習活動や生徒の興味・関心、進路等
応じて設定した健康課題について知識や技能の深化、総合化を図る学習活動等

青年期の悩みや課題とその解決、社会生活における役割の自覚と自己
責任、男女相互の理解と協力、コミュニケーション能力の育成と人間関
係の確立、心身の健康と健全な生活態度や規律ある習慣の確立、生命
の尊重と安全な生活態度や規律ある習慣の確立等

生徒会の計画や運営、異年齢集団による交流、学校行事への協力、ボ
ランティア活動などの社会参画等

文化的行事、健康安全・体育的行事、旅行・集団宿泊的行事等

その他

健康診断や健康相談等心身の健康管理や学校環境の管理、保健組織活動等
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（注） あくまで作成例です。地域・学校・児童生徒の実態に応じて内容及び様式等について検討・変更して御活用ください。

心と体を一体
としてとらえ、
適切な運動
の経験と健
康・安全につ
いての理解
を図り、健康
を保持増進
する実践的
態度を育て
る。

科学的な見方
や考え方を育
てる中で、健
康安全に対し
ての知識や理
解を深める。

生 活 音 楽 図画工作

身近な社会
や自然との
かかわりが
分かり、それ
らに親しむ
中で、安全
で適切な行
動ができる
力を育てる。

創造的に表現
する力や美し
さに感動する
心を培い、生
き生きとした
生活を送れる
心情を育て
る。

豊かな情操を
養うとともに、
材料や用具を
安全に取り扱
おうとする態度
を育てる。

家 庭

安全で快適な
衣食住や家
族の生活など
に関する実践
的・体験的な
活動を通し
て、心身とも
に健康な生
活を送れる実
践的な態度を

育てる。

自分の身の
回りの諸事
象の中から
問題に気付
き、他と協
力してより
よい健康生
活へ改善を
図ろうとす
る実践的態
度を育て
る。

道 徳

自他ともに
健康で豊か
な生活が送
れるよう、
人間として
の生き方に
ついての自
覚を深め
る。

国 語 社 会 算 数 理 科 体 育

学校保健

特別活動

生命の大切さを理
解し、安全に気を
つけることができ
る子

【健康教育で目指す子どもの姿】
・自分の健康及び安全（命・身体・心）や、周囲の人たちの健康及び安全に関心を持て
る子
・自分の心身の健康の保持増進のために、進んでよい方法を考えながら実践しようとす
る子
・自分の健康の問題点や課題に気付き、自分の生活を見返し、より健康な生活をしよう
とする子

自分の健康について
知り、健康に気をつ
けて生活できる子

体力向上

生活と運動につい
て知り、進んで運
動、遊びに励める
子

健康教育推進の重点目標

○家庭との連携（学校だより、学年だより、ほけんだより
きゅうしょくだより、学校保健委員会等）

○地域社会との連携（学校保健委員会 各種行事）

領域 給食指導

健康的で安
全な社会生
活を営むた
めの、仕組
みや努力に
ついて理解
し、自らそ
の一員であ
ることを認
識できるよ
うにする。

数学的な思
考力、判断
力や表現力
もって健康
に関する事
項を合理
的、論理的
にとらえる
力を育て
る。

その他の教育活動

児童が健康で安全な生活が送れるよう、連携をとりながら進める。
（朝の健康観察 ・清掃活動 ・給食 ・施設設備の安全点検
・水質の管理 保健・安全に関する掲示）

児童が進んで運動、遊びに親しみ、体力を高められるようにする。
（朝の全校運動 ・休み時間の運動、遊び）

総合的な学習の時間
動植物など命のあるものを大切にしたり、他者への思いやりをもって行動したりすることを通
して、自分の生命を大切にしたり、生き方を考えて行動したりする態度を育てる。

正しい言語
能力の習得
を通して健
康に関する
ことがらの
正しい理解
や効果的な
表現ができ
る能力を育
てる。

○○小学校平成○○年度 健康教育の全体計画（作成例）

【学校教育目標】
心豊かで向上心を持ち実践力のある子どもの育成
【重点目標】
（１） 課題を主体的に追究する学びの育成
（２） 自他を尊重し共に生きる力の育成
（３） 関わりを広め深め、伝え合う力の育成

地域・保護者の願い
・毎日元気な心と体

で過ごせる子
・自分の身体や命を

大切にできる子
・安全に気をつけて

生活できる子

児童の実態等

【健康教育の目標】
自分自身の健康に関心をもち、生涯にわたる心身の保持増

進を目指し、健康的な生活を営むことができる子の育成。

正しい食事のマ
ナーを守り、好き
嫌いなく食べられ
る子

学校安全
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・ ・学校安全計画の作成

健康教育全体計画

○○教育委員会の方針と重点学校課題

○○中学校平成○○年度

健康教育の目標

学校の教育目標

食

安 全

保健・安全教育に関わる重点 保健・安全管理に関わる重点

教育の側面 管理の側面

「早寝・早起き・朝ごはん・読書」
子どもの生活習慣の確立や生活リズム向上のた
め，平成１８年度から文部科学省が推進する国民
運動「早寝・早起き・朝ごはん」に独自に「読
書」を加え，地域における関係機関や団体との連
携を通して，市民運動として推進している。

真理を求め誠実で粘り強い生徒になろう

運 動

健康教育推進の観点

安全管理の確立と事故を未然防止に万全を期する
(定期診断，日常観察，緊急対策の制定，衛生管理，校内安全点検の実施）

心身の健康状態の把握
保健

栄養に関する知識やマナーを身につけ，
望ましい食習慣化をめざす

安全点検による危険箇所の改善

新体力テストの結果を利用した運動内容の工夫

保健体育の充実を通し，運動技能や体力向上の推進

部活動との連携による運動の習慣化の推進

自他の生命や安全を守る意識を高める

（自己存在の肯定，他者への関心）

給食指導や保健指導を通して，健康への関心を高

め，基本的生活習慣の定着を図る

よりよい生活習慣を定着させる
(手洗い・うがい，運動の迎行，ケガ防止，身辺整理 等)

(定期健康診断の実施，日常の健康観察，健康相談)

生徒の精神保健に関する職員研修

生活アンケートの実施

通学路の危険箇所把握と「子どもを守る安心の家」の確認

生活アンケートに基づく基本的生活習慣の定着

保健学習(教科)と保健指導(学級活動等)の充実 自分の健康に関心をもち、健康で安全な
生活をしようと努める

（食生活の見直し，生活リズム，健康管理､発達に応じた情報理解）

新体力ﾃｽﾄの結果を参考にバランスのとれた運動能力を向上させる

交通安全意識を高める(登下校時の歩行，自転車の安全な利用)

発達段階を踏まえた性教育・薬物乱用防止教育の実施

自らが健康に対して関心をもち，健康で安全な
日常生活を送るための実践力を育てる

(学級活動等)

生命尊重，明るく健康的な生活の価値把握と実践力の育成(道徳)

体育器具，教科学習における用具の安全確認及び正しい扱い方の

校内緊急体制の安全整備及び医療機関や関係機関との連携

徹底(各教科)

避難訓練(防災，防犯)を年間計画に位置づけ，安全な避難方法

の確認

交通安全教室の実施と安全な登下校の仕方の指導

健康を考えた食事や計画的な食事作りの推進(教科)

栄養，安全・衛生，マナーなど，食に関する指導の推進

手洗い，消毒，服装，片付けの確認と徹底

残量調査

生命の大切さを理解し，安全に気をつけ
て生活する

薬品の取扱規定と保管

避難経路，避難場所の確認

ホールでの全校給食

不審者に対する的確な対応と安全確保

食中毒防止のための衛生管理

体力や運動能力の把握

(学校，地域総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞによる体力測定等)

健康観察の強化と事故防止

体育器具，用具の点検

自分の体力について知り，めあてをもっ
て体力づくりに励み，運動能力を高めよ
うとする

環 境

学校保健委員会 地域の関係機関等との連携

廃棄物の適切な処理の学習とアルミ缶等のリサイクルの推進

清掃活動の推進による美化意識の向上

教室内の換気の奨励

学校ホームページ

PTA講演会(10月)

学校における心身の健康問題を研究・

担任による教室の日常点検(毎日)，机・椅子の調整

施設設備の適切な管理と整備

協議し，健康づくりを推進する。

（注） あくまで作成例です。地域・学校・児童生徒の実態に応じて内容及び様式等について検討・変更して御活用ください

徒に安全に行動する能力を身につけさ

せる安全指導を行う。

(水質検査，照度測定，CO2測定，ﾄｲﾚ・手洗い場，給食室の点検)

学校における施設設備の安全管理と生

年1回開催(10月)健康・体力・食育に

学級懇談会，民生委員との懇談会，

地区懇談会(生徒の健康の話題）

関する指導。

学校安全委員会

安全で衛生的な環境を維持改善しようと
する

給食試食会(9月)

環境衛生検査の実施

身の回りの整理整頓

花壇の充実による美意識の向上

学校だより，給食だより，保健だより
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